
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラ
イン案」 についてのＱ＆Ａ

【平成２７年１月９日版】

　

このＱ＆Ａについては、 平成２６年１１月 １０日 （月） の全国介護保険担当課長会
議でお示しした介護予防・日常生活支援総合事業ガイ ドライン （案） の内容に基づき、
現時点での厚生労働省としての考え方を整理したもの。

　

今後の検討の中で、 Ｑ＆Ａの内容については変更する場合がある。



総合事業ガイドライン案に係る質問項目について

１第１

　

総合事業こ関する総則的な事項

間１

　

通所型サービスのうち住民主体の支援（通いの場）については、要支援者等が中心となっていれば要

　

介護者も利用可能ということがＱ＆Ａで示されているが、訪問型サービスについては、対象者に要支援者と

　

要介護者が混在するケースが想定されないため、 要介護者は利用できないという解釈でよいか。

問２

　

「その他の生活支援サービス」は「訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる場合に効果

　

があると認められるもの」とされているが、要支援者等が「その他の生活支援サービス」 のみを単体で利

　

用することは可能か。

問３

　

一般介護予防事業は、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの

　

場を充実させ、地域づくりによる介護予防を推進することを目的として位置づけられたもので、従来の一

　

次予防事業と二次予防事業の区分は廃止されている。同様の考え方から、新しい総合事業の実施を猶予し

．た市町村が、従前の介護予防事業に取り組む場合であっても、一次予防事業と二次予防事業を区別するこ

　

となく実施する必要があるか。 また、 一次予防事業のみを実施することも可能か。

問４

　

新しい総合事業を実施するにあたって、 従来の二次予防事業はどのように見直せばよいのか。

１第３

　

生活支援・介護予防サービスの充塞

間１

　

生活支援・介護予防サービス （以下 「生活支援等サービスという。」） が創出されるようコーディネ

　

ーターの配置と協議体の設置が提案されている。 ガイドライン案の中では協議体を設置し、 その後にコ

　

ーディネーターの配置を行うことが示されているが、 そもそも順序が逆ではないか。 コーディネーター

　

の配置を先に行うべきではないか。
問２

　

生活支援等サービスの提供体制が整った時点におけるコーディネーターとの役割は何か。 また、 介

　

護支援専門員との連携はどのように図っていくのか。

問３

　

第１層 （市町村区域） 及び第２層 （中学校区域） における生活支援等サービスの提供体制構築に向

　

けたコーディネート機能 （主に資源開発やネットワーク構築の機能） の体制整備については、 包括的支

　

援事業の活用が可能とあるが、 第３層 （個々の生活支援等サービスの事業主体） において利用者と提供

　

者をマッチングする等を行う際には、総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」の活用が可能か。

問４

　

平成２６年９月 ３０日版Ｑ＆Ａ（Ｐ２２ 問７）では、市町村の職員がコーディネーターになることは想定して

　

いない旨の記述があったが、 先進事例として紹介されている平塚市の福祉村では、 市職員が第１層 （市

　

町村区域） のコーディネーターの役割を担っているとある。Ｑ＆Ａの 「想定していない」 とはコーディネー

　

ターとなることができないということか。

問５

　

平成２６年７月 ２８日全国介護保険担当課長会議資料②のＰ２２５の「介護保険条例参考例 （案） に関す

　

るＱ＆Ａ」に、「整備事業の開始年度においては、協議体の立ち上げに関する市町村を単位とする研究会を

　

立ち上げ、 ニーズの把握やサービスの開発に資する検討を行っている場合には、 事業を開始しているも

　

のとして差し支えない」 とあるが、 これは、 事業実施２年目は、 必ず協議体の設置とコーディネーター

　

を配置しなければならないということか。 また、 その際、 年度当初には、 協議体とコーディネーターが

　

機能する状態 （例えば予算の確保や要綱の制定、 コーディネーターの任命等） でなければならないか。

問６

　

平成２６年度に任意事業を活用して生活支援の基盤整備に着手した場合、 平成２７年度は２年目とい

　

うことになるのか。 それとも、 制度改正後である平成２７年度から数えて１年目という扱いとなるのか。

問７

　

平成２６年１１月 １０日全国介護保険担当課長会議資料Ｐ２８７の 「「コーディネーター」 及び 「協議体」

　

設置・運営に係るフロー （例）」 の市町村欄において、「市町村の方針の決定」 とあるが、 市町村が定め

　

るべき方針の中身として盛り込むべき事項を今後示す予定はあるか。



問８

　

平成２６年１１月１０日全国課長会議資料Ｐ２８７の 「「コーディネータ←」 及び 「協議体」 設置・運営に

　

係るフロー （例）」 の市町村欄において、「各地域 （日常生活圏域等） に協議体を設置」 とされている。

　

一方、 同資料Ｐ２８４において、コーディネーターについては「配置先や市町村ごとの配置人数等は限定せ

　

ず」 という記載があるが、 協議体には設置数については記載がない。 協議体はコーディネーターの組織

　

的な補完を行う役割があることから、 協議体の設置は、 各地域 （日常生活圏域） ごとではなく、 コープ

　

イネーターの配置人数と同様に 「限定しない」 と解釈してよるしいか。

１第４ サービスの利用の流糾

問１

　

サービス事業の類型として、 現行の訪問介護・通所介護相当のサービス、 緩和した基準のサービス

　

等複数のものを設定している中で、 例えば、 訪問型サービスのうち、 どの類型のサービスを利用するか

　

については、 介護予防ケアマネジメントの中で判断するのか。
問２

　

市町村窓口で基本チェックリストを実施する場合、 本人が来所できない場合は、 電話や家族の来所

　

による相談に基づき基本チェックリストを利用して対象者を決定することは可能か。 認定調査のように

　

必ずしも本人聞き取りを原則としなくてもよいか。
問３

　

介護予防ケアマネジメントにおいてサービスの利用を検討する際、 訪問型サービス、 通所型サービ

　

ス、 その他の生活支援サービスの各類型について組み合わせることのできないものはあるか。
問４

　

Ａ市で基本チェックリストを利用してサービス事業対象者となった者が、 Ｂ市に転居してサービス

　

を利用する場合、 Ｂ市で改めて基本チェックリストを実施することが必要か。
問５

　

介護予防ケアマネジメント依頼届出書については、 その様式が示されるのか。 届出は、 利用者より

　

市町村に対して行われるものであるが、 これに関して、 介護予防ケアマネジメントの実施を、 地域包括

　

支援センターから居宅介護支援事業所に委託する場合のみに届出を提出するという方法は可能か。
問６

　

介護予防ケアマネジメントの依頼は、 利用者から市町村に届け出ることになっているが、 本人の代

　

理として家族や地域包括支援センターから提出する際は、 委任状が必要か。 また、 要介護から要支援に

　

変わり、 給付によるサービス利用から、 事業によるサービス利用に切り替わる際など、 事業と給付の移

　

行の度に、 届出が必要か。
問７

　

住所地特例対象者が施設所在市町村で総合事業のサービス事業対象者となった場合、 介護予防ケア

　

マネジメント依頼書は保険者市町村に提出することでよいか。 その際、 サービス事業対象者である旨を

　

記載した被保険者証の発行は、依頼書が提出されたタイミングで保険者市町村が発行することでよいか。
問８

　

総合事業の介護予防ケアマネジメントの実施にあたっては、 予防給付の指定介護予防支援と同様に

　

利用者の居宅を訪問し、 利用者及びその家族に面接して行わなければならないのか。
問９

　

「初回のみの介護予防ケアマネジメント」 においては、「初回のみ、 簡略化した介護予防ケアマネジ

　

メントのプロセスを実施し、 ケアマネジメ ントの結果を利用者に説明」 となっているが、 ここでいう 「簡

　

略化した介護予防ケアマネジメント」 は、 ケアマネジメントＢと同様に、 ケアプラン原案を作成すると

　

いうことか。 それとも、 ケアマネジメント結果の通知で代用してよいか。
問１０

　

原則的な介護予防ケアマネジメント （ケアマネジメントＡ） については、 現行の予防給付に対す

　

る指定介護予防支援と同様の手続きを行うものと考えるが、 モニタリングについては、 総合事業の介護

　

予防ケアマネジメントにおいては概ね３か月 ごとに行うだけでよいのか。

問１１

　

要介護認定等申請において非該当 （自立） と判定された後に、 基本チェックリストの結果により

　

サービス事業対象者に該当した場合は、 サービス事業を利用することは可能か。
問１２

　

既に要支援認定を受けている者が、 その有効期間満了後に総合事業のサービスに移行する際は、
基本チェックリストの記入が必要か。 必要な場合、 基本チェックリストの記入は、 認定有効期間満了前

　

に実施し、 その結果をもって、 サービス事業対象者に該当するかどうか判断し、 介護予防ケアマネジメ



　

ントを実施してよいか。

問１３

　

総合事業に移行した市町村において、 移行前に予防給付を受けていた者が、 要支援の認定有効期

間が満了した翌月から、 基本チェックリストによるサービス事業対象者として総合事業のサービスを利

用した場合、 総合事業開始月に初回加算を算定してよいか。

１第６

　

総合事業の制度的な枠組狭

間１

　

現在、住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援については、保険者市町村の地域包

　

括支援センターが実施主体であるため、住所地特例施設所在市町村に所在する居宅介護支援事業所等へ委

託するなどして対応している。 今般の介護保険法改正によりこれらの取扱はどのように変わるか。

隣８

　

その他

問１

　

「介護保険特別会計の款項目節区分について」 見直し案中、 保険事業勘定 （歳出） の款５

　

地域支

　

援事業費において、 介護予防・日常生活支援総合事業を実施しない場合にあっては、 目５

　

在宅医療・

　

介護連携推進事業費等の記載がないが、「介護予防・日常生活支援総合事業を実施しない場合」 でも計上

　

可能と考えているがよるしいか。

問２

　

「介護保険特別会計の款項目節区分について」 見直し案中、総合事業を実施しない市町村において、

　

「総合事業費精算金」 の記載があるが、 これに例えば審査支払手数料などは含まれるか。

　　

また、 総合事業を実施する市町村において当該精算金を歳入するにあたり、 予算計上はどのようにす

　

ればよいか。

問３

　

総合事業における高額サービス費相当の事業は、 どのように予算計上すればよいか。

問４

　

年度途中から総合事業に移行する場合の予算計上は、 どのようにすればよいか。



［第， 総合事業の跳に関する総則的な顛

　

］

問１

　

通所型サービスのうち住民主体の支援 （通いの場） については、 要支援者等が中心となってい

れば要介護者も利用可能ということがＱ納で示されているが、 訪問型サービスについては、 対象者

　

に要支援者と要介護者が混在するケースが想定されないため、要介護者は利用できないという解釈

　

でよいか。

（答）

　

平成２６年９月３０日付けのＱ線でお示ししたように、通所型サービスのうち住民主体の支援（通いの

場）は、住民の主体的な取り組みを支援し、共生社会を推進する観点から、要支援者等が中心となって

いれば要介護者も利用可能と考えている。この場合、市町村は住民主体の支援に対して、間接経費等を

補助することが想定され、 要介護者が利用することによりその補助額は変わらないこととなる。

　

これと同様に、 訪問型サービスのうち住民主体の支援 （訪問型サービスＢ） についても、間接経費等

を補助する場合には、 要支援者等が中心となっていれば要介護者も利用可能と考えている。

担当：老健局振興課法令係

　　

（内線３９３７）

問２

　

「その他の生活支援サービス」 は「訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる場合

に効果があると認められるもの」 とされているが、 要支援者等が「その他の生活支援サービス」 の

みを単体で利用することは可能か。

（答）

　

「その他の生活支援サービス」 については、「訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる

場合に効果があると認められるもの」（介護保険法第１１５条の４５第１項′、） とされているが、 これは要

支援者等の個人に着目したものではなく、市町村の事業実施という観点から整理されているものであり、

訪問型サービスや通所型サービスと一体的に実施する場合に効果があると認められる「その他の生活支

援サービス」 を市町村が事業として展開することが想定されている。

　

このため、市町村が、例えば、配食等の「その他の生活支援サービス」を事業展開している場合には、

地域包括支援センター等のケアマネジメントを通じ、要支援者等に対して、 その状態等を踏まえ「その



他の生活支援サービス」 のみが提供される場合はあり得ると考えている。

担当：老健局振興課法令係

　　

（内線３９３７）

問３

　

一般介護予防事業は、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の

通いの場を充実させ、地域づくりによる介護予防を推進することを目的として位置づけられたもの

で、 従来の一次予防事業と二次予防事業の区分は廃止されている。同様の考え方から、新しい総合

事業の実施を猶予した市町村が、従前の介護予防事業に取り組む場合であっても、一次予防事業と

二次予防事業を区別することなく実施する必要があるか。また、一次予防事業のみを実施すること

も可能か。

（答）

１

　

新しい総合事業の実施を猶予する市町村においても、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔

てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が

継続的に拡大していくような地域づくりを推進することが重要であることから、従来の一次予防事業

に重点的に取り組んでいただきたい。なお、早期に介護予防を機能強化する必要があるため、平成２７

年４月から、従来の一次予防事業のメニューを拡充して、地域リハビリテーション活動支援事業を実

施できるよう実施要綱を改正する予定である。

２

　

また、二次予防事業を実施せずに、一次予防事業のみに専念することも可能であり、実施要綱上も

明確化する予定である。

担当：老健局老人保健課介護予防係 （内線３９４６，３９４７）

２



問４

　

新しい総合事業を実施するにあたって、従来の二次予防事業はどのように見直せばよいのか。

（答）

１

　

介護予防事業は、平成１８年に市町村を実施主体として創設され、二次予防事業は高齢者人口の５％

が参加することを目指して取り組んできたが、

　

①

　

直近の実績でも０．７％ （平成２４年度） と低調であること

　

②

　

対象者を把握するための費用が介護予防事業全体の約３割を占めていること

　

③

　

二次予防事業に参加することにより一定の改善効果が認められるものの、その後の活動的な状

　　　

態を維持するための多様な通いの場を創出することが十分でなかったこと

　

④

　

基本チェックリストの未回答者には、 閉じこもり等の何らかの支援を要する者が多く含まれて

　　　

いること

から、より効果的かつ効率的に事業を改善する必要がある。

２

　

このため、基本チェックリストの配布・回収に頼るのではなく、庁内の関係部局や地域包括支援セ

ンター等が把握している情報を整理するところから検討を進め、一般介護予防事業に位置づけられる

住民主体の介護予防活動へとつなげられるように、地域の実情に応じた効果的かつ効率的な手法へと

見直しを図っていただきたい。 なお、 専門職による個別判断の結果、 ガイドライン案の 「第４

　

サー

ビスの利用の流れ」 を踏まえて、介護予防・生活支援サービス事業へつなげることを妨げるものでは

ない。

３

　

また、これまで二次予防事業に位置づけてきた通所型介護予防事業及び訪問型介護予防事業につい

ては、地域の有効な資源として捉え、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスＣ及び訪問

型サービスＣに位置づけて活用することも可能であるが、これまでの二次予防事業対象者とは異なり、

介護予防・生活支援サービス事業対象者は何らかの支援を必要として窓口に来た者であることから、

アセスメント訪問を組み合わせて日常生活の課題を明確化した上で、短期集中の個別性のある通所プ

ログラムを提供できるように、事業内容を改善する必要がある。

３



４

　

一方で、専門職による地域に根ざした活動を推進し、従来の二次予防事業対象者であっても、介護

予防・生活支援サービス事業対象者であっても、要支援者であっても、要介護者であっても一緒に参

加することのできる住民主体の介護予防活動の地域展開を目指すことが重要であることから、数に限

りある専門職を効果的かつ効率的に活かせるように、地域全体のバランスを考えて検討していただき

たい。

担当：老健局老人保健課介護予防係 （内線３９４６，３９４７）

４



　

第３

　

生活支援・介護予防サービスの充実

間１

　

生活支援・介護予防サービス （以下 「生活支援等サービスという。」） が創出されるようコ一丁

　

イネーターの配置と協議体の設置が提案されている。 ガイドライン案の中では協議体を設置し、 そ

　

の後にコーディネーターの配置を行うことが示されているが、 そもそも順序が逆ではないか。コー

　

ディネーターの配置を先に行うべきではないか。

（答）

１

　

総合事業の円滑な実施に向けて、地域の受け皿を確保する観点から、 ボランティアの養成や住民主

体の通いの場の設置等生活支援の基盤整備が重要であり、そのため、地域の資源開発や関係者のネッ

　

トワ■クの構築等を行うコーディネーター、定期的な情報の共有・連携強化の場として設置する協議

体の役割は大きく、 できるだけ速やかに取組みを始めていただきたいと考えている。

２

　

ガイドライン案の第３の４の「表６

　

コーディネーター及び協議体の設置・運営に係る取組例」 に

おいて、例示として、まずは生活支援サービスの充実に係る研究会を立ち上げ、 その後各地域 （日常

生活圏域等） に協議体を設置し、コーディネーターを選出していくという流れをお示ししているとこ

ろ。これは、コーディネーターの候補がすぐには見つからない自治体や関係者の合意の上でコ一丁イ

ネーターを選出したい自治体も多いと思われる中、まず早期に協議体を設置し、その後、具体的な活

動の中からコーディネーターを選出していただくことが典型的な例となると考え、お示ししたもので

あり、地域で適切な者がいる場合には、コーディネーターの配置を先に行うこともあると考えている。

３

　

なお、コーディネーターを先に配置するか否かにかかわらず、協議体の役割は重要であり、例えば、

まず、地域資源の開発や多様な主体のネットワーク化等を図るといった協議体の機能を有するような

既存の会議等も積極的に活用しつつ、地域で実際に活動の担い手となるような者について、必要最低

限参画いただき、協議体を早期に立ち上げ、徐々にメンバーを増やしていくなどといった方法で取組

みを進めることも有効であると考えている。

担当：老健局振興課生活支援サービス係

　　

（内線３９８２）

　　

５
















































